
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

市民文化部　住民課　作成係、証明コーナー担当、住民記録係、庶務係

手数料の減免

徳島市手数料条例

第６条

（電話　６２１－５１４０・５１３４・５１３２）

第６条第１号
　　災害救助法を適用された災害における被災であって、市長が必要と
　認める証明をするときは無料とする。

第６条第２号
　　公職選挙法第４４条第３項の規定に基づく引き続き同一県内に住所
　を有する旨の証明をするときは無料とする。
　
第６条第３号
　　住居表示に関する法律第３条第１項及び第２項の規定による住居表
　示の実施並びに第４条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番
　号の設定、変更又は廃止に伴う公募又は公証書類の記載事項で住居の
　表示に係るものの変更について、法令の定めるところにより必要とす
　る証明をするときは無料とする。

第６条第４号
　　次の証明及び住民票等の交付は無料とする。
　１　公共用地の取得に伴う所有権移転登記嘱託における登記義務者の
　　承諾印の市長の奥書証明
　２　罹災したことの証明（災害救助法の適用外）
　３　労働基準法第１１１条に基づく証明事項に準ずる証明
　４　各種年金受給権者現況届
　５　石綿による健康被害の救済に関する法律第８３条に基づく証明事
　　項に準ずる証明

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（令和　６年　１月　１７日最終変更）

標準処理期間 総日数　　即日（下記のものを除く）

（設定しない 　第１号及び第４号２及び１３については、災害発生後、調査班による
ものについて 被害状況の調査に基づき証明書を発行するため、災害の規模により処理
はその理由） 期間が左右される。したがって、標準処理期間を設定することができな

い。

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（令和　６年　１月　１７日最終変更）
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　６　労災年金の定期報告にかかる住民票又は戸籍
　７　公職選挙法第４４条第３項に基づく証明事項に準ずる証明として
　　の住民票
　８　日本年金機構からの業務にかかる調査のための住民票、戸籍又は
　　戸籍附票
　９　健康保険法施行規則第８６条第２項、船員保険法施行規則の規定
　　に基づく出産育児一時金請求のための戸籍記載事項証明書
　10　雇用保険法第７５条、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
　　第４８条、労働者災害補償保険法第４５条に基づく、原爆被害者諸
　　手当受給申請のための証明事項に準ずる証明としての住民票
　11　国土交通省告示第４６４号別表の住宅耐震改修証明書
　12　旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する一時金の支給
　　に関する法律第２５条の規定に基づく、一時金請求のための戸籍謄
　　本
　13　被災者生活再建支援法の一部を改正する法律に基づく罹災届出証明
　14　特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する
　　法律第１７条第１項の規定に基づく、特定石綿被害建設業務労働者
　　等に対する給付金等申請にかかる戸籍
　15　墓地・埋葬等に関する法律第１６条第２項の規定に基づく火葬許
　　可証
　16　墓地・埋葬等に関する法律施行規則第５条第１項の規定に基づく
　　分骨に関する証明書
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